
送付書面・提出書面一覧 【機密性21

判事補採用にあたって、短期間に多くの書面を提出していただく“要があります．

この一覧及び各説明文書等を焼んて･、提出漏れのないようこ・留意ください。

書面及び各自の所属庁によって提出先が異なります。提出先の詳細は別シート『提出・問合せ先一覧」をこ'確潔ください。

メール送信の際は宛先をよくご確認いただき、次のルールに従い提出してください。

【メール提出のルール］※共済関係等、個別に指示がある場合を除く

件名は【77期提出】とし、提出書面のファイル名には氏名を記載してください（例：【樋2】旧姓使用申出書（最高太郎））

※黒文字？送付書面等、青文字3提出物

名称

裁判所の情報セキュリティ

裁判所の情報セキュリティについて

情報セキュリティポリシーの要点（裁判官用）

情報セキュリティのルール（裁判官）

任官日から着任日まての情報セキュリティについて

旧姓使用の申出

｜旧姓使用の申出について

｜旧姓使用申出香
裁判官制服の交付

l裁判官制服の交付について

提出先 ｜ 提出期限 備考対象者

剛

希望者 (2） 4/17AMII:00

制服、職員バッジ及び六法は、新任判事

補研修(参集)において交付します。
(2）裁判官制服サイズ申告書 全員 4/23

宿舎

宿舎について

入居可能な宿舎の概要

宿舎希望調査嚢 全貝． (2） 4/i7AMII:00

(4/24頃に宿舎希望者へ送付予定）
宿舎提示資料 一

一

一
一
一
一

（4/24頃に宿舎希望者へ送付予定）
宿舎貸与申講害

希望者 (4） 4/28

（5/8まて●に宿舎貸与申鯖者へ送付予定）
宿舎貸与承浬書

。

新任判享補研修

｜令和7年度新任判事補研修について
｜令和7年度新任判事補研修について（亭務連絡）
｜研修参加に当たって
｜司研別館ガイド

r令和7年度新任判事補研修について」
に記載のあるアンケートフォームからこ
回答ください。
問合せ先は（3）

・
面

アンケート

フォーム
全員 4/18正午I ･フォーム

アンケート

フォーム
全貝 4/2 1正午 同上研修期Ⅲ中の入寮希望等について

アンケート

フォーム
4/22正午 同上全員自己紹介提出フォーム

服務

｜在宅研修中の着任準備と休畷取得について
｜休暇連絡票

｜外国旅行申請について

｜外国旅行承認申謂書

｜緊急連絡先届
辞令交付式

｜辞令交付式の御案内

｜欠席届
赴任旅費.･研修旅費、給与

(I) 都度希望者

希望者
一

全員

(I)
一

(I)

4/23

4/23

希望者 (2） 4/22

※ マイナンパー関係香類等、提出期限

が短く、郵送での提出が縫要な香類があ

り蓑すので、メールや郵便物をよく砿祝
してください。

今

赴任旅費・研修旅費及び給与の支給に関して必要な害類

は、4/16以降に所属庁からメール又は郵送で送付予定

所属庁からの連
絡を確認

所属庁 最短4/25

共済

【東京・仙台

札幌・高松高裁

管内】
共済組合本部

【大阪・名古

屋・広島・福岡

高裁管内】
所属の共済組合

裁判所共済組合ウエブサイトの『採用されたとき」を確鯛
の上、期限内に必要害類を提出

【東京・仙台 札視・高松高裁管内所属の者】
提出先は共済組合本部．上記サイト記栽の方法で提出

【大阪・名古屋・広島・福岡轟裁管内所属の者】
提出先及び提出方法は、所属庁から連絡予定

’
裁判所共済組合ウェプサイト

『採用されたときI
裁判所共済組合

ウェプサイト

「採用されたと

き」を参照

最短4/30

灘グ ◇



提出・問合せ先一覧 【楓宙性2】

メールアドレスが檀簾亜鹸されている追合は画いずれも宛先とするようにしてください．

（2）旧姓使用、叙判官刷服、辞令交付式に
閲する提出・問合せ先

蟻その他の事輌て、問い合わせ先に逢う喝合
はこちらへご逆絡ください。

（4）窟舎に間する提出・問合せ先
哨宿舎粕笈蜘査鑑の提出先は（2）

所属庁 （1）服務に間する提出・問合せ先 （3）断任判事槽研任に間する問合せ先
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【機密性2】

令和7年2月

最高裁判所事務総局デジタル総合政策室

裁判所の情報セキュリティについて

（添付資料の説明）

○ 情報セキュリティポリシーの要点 （裁判官用）

情報セキュリティポリシーの基本方針や具体的な情報セキュリティ対策をも職員が理

解するための説明用ツールです。

○情報セキュリティのルール（裁判官 ）

要点を一覧化し、手元で確認しやすくしたものです。

1 情報セキュリティの意義(1) 裁判所が取り扱う情報は、個人情報や営業秘密

等の集合体であり、裁判記録には秘匿性の高い情報が多く存在しています。ま
た、言渡しなどの前の時点で裁判の判断内容が漏えいするようなことは、司法の

信頼に対する重大な影響が生じるため、決してあってはなりません。

(2) 現在、裁判手続のデジタル化や裁判所組織のデジタル化が急速に進められて

おり、裁判官も、各種ウェブ会議を始め、デジタル環境の中で執務を行う場面が

増えています。また、原則として全ての裁判所職員に、総合コミュニケーション

ツール(Microsoft 365)の配布がされており、そのような中、デジタルの効能

を最大限に活用し、審理運営の改善や業務の合理化等を進める取組みが重要とな

りますが、情報セキュリティの確保もこうした取組みと表裏をなすものです。デ

ジタル化の推進と情報セキュリティ対策は、一体的･統合的に進めていく必要が

あります。

(3) ｜

(4) 情報は、例えば、資料や記録媒体の紛失、標的型メールの開封といった一人

の職員の一瞬の不注意によって外部に漏えいするおそれがあります。また、上記

のようなウェブ会議環境の整備拡大等に伴い、’

｜

(5) 以上のとおり、裁判官として任官する以上、自らが特に機密性の高い情報を

取り扱う立場にいることを十分認識し、裁判官としての当然の責務として、情報

流出等のインシデントを生じさせることのないよう、細心の注意をもって、情報

を扱うようにしてください。また、デジタル化の進展に伴い、裁判所における情



【機密性2】

報セキュリティ対策の内容も変化していくことが見込まれます。任官後も、最新

の情報に関心を払うようにしてください。

2 裁判所の情報セキュリティルール

（1）基本的なルールの把握

別添「情報セキュリティポリシーの要点（裁判官用)」（以下「ポリシーの要

点」という｡) 及び「情報セキュリティのルール（裁判官)」は、裁判所の情報セ

キュリティルールの基本的な内容をまとめたものですので、一読してください。

裁判所の情報セキュリティルールは、その内容を知られると攻撃者に弱点を突

かれるおそれがあるため、公開していません。そのため、ポリシーの要点及び情

報セキュリティのルール（裁判官）については、裁判所外の人に見せたり紛失し

たりすることのないよう気を付け重くださ_L1．

(2i

(3)

(41



11機密性2】

※ 新任判事補研修の期間中については、担当部署から別途指示がありますので、

それに従ってください｡‐

(5) Microsoft 365の利用上の注意

Microsoft 365の利用についても、情報セキュリティの観点からのルールが定

められています。courtsポータル（裁判所職員向けのポータルサイト）の■■

｜に参照すべきﾙｰﾙ等が掲載されていますので､着任後､速やかに確
認をするようにして下さい。

(6)裁判所では、令和7年7月1日に、新たな情報セキュリティポリシーが施行され

ます。

施行日以降は、新しい情報セキュリティポリシーのルールに従い、情報を取り扱

う必要があります。

新しい情報セキュリティポリシーでの主なルールは、courtsポータルの｜

■■■に掲載していますので、施行されるまでに必ず確認するようにしてくださ

い。



機密性2

9年6月|施行201

裁判|所の

情報セキ1II｣ティポII」シーの雲点

で裁判富關〉

2○22年S月改定

最高裁判所情報政策課
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’半||官セキュリ ティ のルール【機密性2】 R5. 11月版I



任官日から着任日までの情報セキュリティについて

最高裁判所事務総局人事局任用課実施係



【機密性2】

令和7年4月16日

最高裁判所人事局任用課実施係

旧姓使用の申出について

裁判所職員は、別紙に掲げる文書を除く裁判関係文書及び司法行政文書並び

に別紙に掲げる文書中の当該文書に係る事務担当者の氏名その他の事務処理上

の支障が生じない部分について、旧姓を使用することができます。

任官日である令和7年4月24日から旧姓を使用しようとする場合は、別添

の旧姓使用申出書に必要事項を記入の上、令和7年4月17日（木）午前11時

）宛てにメールで御提出ください。までに当係（

なお、既に提出済の戸籍全部事項証明等の記載に変更がない場合は､重ねて証明

資料を提出する必要|まありません｡上記の期限に間に合わない場合､一時的に文

書等に戸籍姓が使用される可能性がありますので、ご注意ください。

着任日以降に旧姓を使用しようとする場合は、所属庁の人事担当者に御提出

ください。



【機密性2】

(別紙）

1 人事記録及び裁判官の履歴書

2 税務及び個人番号に関する文書

3 社会保険及び雇用保険の事務に関する文書

4 宿舎貸与申請に関する文書

5 共済組合に関する文書

6 児童手当に関する文書

7 財形貯蓄に関する文書 ’

8 確定拠出年金に関する文書

9 災害補償に関する文書

10 栄典に関する文書

11 裁判官の任免、指名、補職、報酬及び外曽

酬の支給に関する文書を除く。)．

報酬及び外部機関への派遣に関する文書（報

12 裁判所に設置する委員会の委員の発令に関する文書（裁判官に対するも

のに限る｡）

13 簡易裁判所判事の選考に関する文書

14 旧姓使用により外部機関等との関係で生じる円滑な事務の遂行に対する

支障その他の事務処理上の支障が生じる文書



機密性2

(別紙様式第1）

年 月
,盲

昌

旧姓使用申出書

地方裁判所長 殿
属

職
名

所
官

氏

下記のとおり旧姓を使用したいので、申し出ます。

記 ：

1 使用する旧姓

(改姓後の戸籍上の氏※ ）

2 旧姓の使用開始希望日

(担当者使用欄）

・ 年 月 日 証明資料等により確認済

※ ：「改姓後の戸籍上の氏」欄には、改姓前に申出をする場合にのみ記載する。



新任判事補採用予定者 各位

最高裁判所事務総局経理局用度課管理係

裁判官制服の交付について

判事補採用後に着用する裁判官制服の交付については､ 次のとおり行いますので

お知らせします。

1 裁判官制服の種類について

裁判官制服は男性用と女性用で異なり、女性用については制服の他にスカーフ

があります。裁判官制服のサイズはそれぞれ4種類に分かれており、サイズの詳

細については別添のサイズ申告書に記載のとおりです。

2 サイズの申告について

別添のサイズ申告書に、必要な事］

に最高裁判所人事局任用課実施係（

ルにて提出してください。

令和7年4月23日（水）まで必要な事項を記入して、

’ ）宛てにメー

3 裁判官制服の交付について

司法研修所で行われる新任判事補研修時に交付します。



裁判官制服サイズ申告書 氏名を記入､男性用又は女性用のどちらかを選択し､該当するサイズに○をつけてください
ﾛﾛ B■ ■ ﾛ

中男性用又は女性用 特大 大 小氏名

裁判 太郎 男性用 ○例
lⅡ

｜I ｜I
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【参考】裁判官制服サイズ一覧表

男性用(左前袷）

中 ’中特大特大 大大 小小

丈

前丈

肩丈

袖丈

身長の目安 1 75cm～1 65cm 1 65cm~1 80cm～1 75cm~180cm

女性用(右前袷）

中中 小小大大特大特大

92cm丈 98cm1 04cm110cm

前丈 96cm1 02cm1 08cm114cm

T

40cm肩丈 43cm46cm49cm

" 57cm 51cm袖丈 54cm60cm

|’ 1 55cm~身長の目安身長の目安 1 65cm～1 55cm1 70cm～1 65cm~170cm

116cm

120cm

51cm

65cm

1.10cm

114cm

48cm

62cm

104cm

108cm

46cm

59cm

98cm

102cm

43cm

56cm



【機密性2】

ｳ一一一一一一一一一一一一一グー一一一一一一一一一一一一一一一－一一一一一一夕一一一一一一一一一一一シーーイＩ
ｊ
ｌ
ｊ
ｌ
ｊ
ｌ
ｊ
Ｉ
ｆ
１
ｊ
１
ｊ
Ｉ
ｊ
Ｉ
ｊ
ｌ
ｊ
１
ｊ
ｌ
Ｊ
１
ｆ
ｌ
ｊ
ｌ
ｊ
ｌ
ｊ
ｊ
ｊ
ｌ
ｊ
ｌ
ｊ
Ｉ
ｊ
１
ｊ
ｊ
ｊ
ｌ
ｊ
ｌ
ｊ
Ｉ
ｊ
ｌ

ｌ
ｊ
Ｉ
ｊ
Ｉ
ｊ
ｊ
ｊ
１
ｊ
Ｉ
ｊ
Ｉ
ｊ
Ｉ
ｊ
Ｉ
ｊ
Ｉ
ｊ
Ｉ
ｊ
Ｉ
ｊ
ｊ
ｊ
Ｉ
ｊ
ｊ
ｊ
１
＃
ｊ
ｊ
ｉ
ｊ
Ｉ
ｊ
Ｉ
ｊ
ｌ
ｊ
１
ｊ
Ｉ
ｊ
Ｉ
ｊ
Ｉ
ｊ
ｌ

【宿舎について 】

宿舎に関する送付書面は次のとおりて、す。

なお、提出書面の提出期限及び提出先はいずれも次のとおりて、す。

｜ 宿舎希望調査表（新任判事補）及び記載例【全員提出】

2 入居可能な宿舎の概要

入居する可能性のある宿舎の情報を記載しています。

※I 宿舎への入居や手続については、新任判事補採用面接時に交付した

「国家公務員宿舎への入居について」及び「国家公務員宿舎について」

を確認してください。

※2 宿舎への入居を希望した場合、4月末頃に最高裁経理局宿舎第二係

又は採用庁事務担当者から宿舎貸与申請書をメールで送付します。

提出期限は4月28日（月）て､すので、期限までに指定された提出先

にメールて、提出してください。

※3 宿舎に関する問合せは、4月17日までは人事局任用課実施係宛に、

その翌日からは「提出・問合せ先一覧」記載の問合せ先に連絡して下

さい。

'一一 ､″コ ヮーョ P一一ターーーダーゴータ ーーゴ 一一一一一一一ターターダー一一一一一一一一一－一一一一一一一一一



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

(庁名） 最高裁半l所

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

種 別
(省庁別､合

同）

通勤時間

(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

■

宿舎名･戸番 月額使用料規格･専有面積 所在地 入居可能日

l ロ ロ ﾛ

I 今 I

なし
申

ロ

l 』 1 1 1 1

、 O I I ．

・ ロ
● 1 1 1 1 1 1

■ ■ ■ ■

ﾛ ﾛ ■ ■ ﾛ

E II ロ ロ ■ ■

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名 規格｡専有面積 所在地 月額使用料 入居可能日
ロ ロ ロ

複数両部屋がある
東京都内若しくは近隣各県(勤務官署
が近隣3県の場合､原則として同一県

内）

築年数や広さなど
に応じて月額2万
円～5万円程度

居室(原則として、
55平方メートル以
上）c規格 東京都内若しくは近隣各県 発令日以降 概ね1時間以内

●

ロ ロ ロ

ロ ロ

ﾛ ﾛ ロ グ

全 できるものではありません※



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

ﾅ坐II5

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

種 別
(省庁別､合

同）

備 考
(築年数等）

所在地 月額使用料 入居可能日宿舎名･戸番 規格･専有面積

ロ

約30分
(モノレール等）

c規格
6228㎡

’

１
１

1 4000円～200

00円程度 直ちに入居可 昭和53年築省庁別

令和7年4月17日
以降

d規格
72.36㎡

’ 約30分
(モノレール等）

｜
’

23000円～320

00円程度 昭和53年築省庁別

d規格
72.36㎡

約30分
(モノレール等）

23000円～320

00円程度 直ちに入居可 昭和53年築省庁別

約30分
(モノレール等）

e規格
84.24㎡

１
１

30000円～450

00円程度省庁別 直ちに入居可 昭和53年築

e規格
86.89㎡

｜
’

34000円～440

00円程度省庁別 直ちに入居可 約10分(徒歩） 平成17年築’

2採用庁で手配を予定している宿舎

’
通勤時間

(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名 規格･専有面積 所在地 月額使用料 入居可能日

申 0 Ⅱ

I| ■

一

b ロ ロ 11 ロ ﾛ

全 §はありません※
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【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

水戸地方栽半11R

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

種 別
(省庁別､合

同）

備 考
(築年数等）

月額使用料 入居可能日所在地宿舎名･戸番 規格･専有面積

1 1 ，

■■■■ 令和7年4月24日
以降

約25分
(バス）

c規格
64.92㎡ 約2万3千円l■■■ 平成11年築|’合同

■

ロ ﾛ ロ ロ

令和7年4月14日
以降

約25分
(バス）

c規格
6492㎡ 約2万3千円 平成11年築、 ’合同

■ ■ ■

ﾛ ﾛ

I I I I I

■

1 1 1 1 1 1 1 。

１１１

①

ロ

1 1 1
I l U

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

月額使用料 入居可能日宿舎名 規格･専有面積 所在地

I U I I

ロ ロ ロ ■ ロ Ⅱ

ロ 1 ロ ロ

B ﾛ

ｌｌｌｌｌｌ

全 号はありません※ 冬



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

(庁名） 静岡地方裁判所

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

種 別
(省庁別､合

同）

備 考
(築隼数等）

■

月額使用料宿舎名｡戸番 規格・専有面積 所在地 入居可能日

l I I U ロ ｜’ ロ

c規格
61.28㎡

約11分
(徒歩）約2万円 直ちに入居可省庁別 昭和45年築

ロ I

c規格
61.28㎡

約11分
(徒歩）

岸 ’
直ちに入居可約2万円省庁別 l.',"_ '.- 畠－－1 昭和45年築

c規格
61.28㎡

約11分
(徒歩）

｢．…－．－二一 ．’

■■■■ 約2万円 直ちに入居可省庁別

一
Ｃ
ｌ

I 昭和45年築’

1 1 ｜’

c規格
61.28㎡

約11分
(徒歩）

一－ー’

■■■■ 直ちに入居可省庁別 ﾏｰｰ;’ 約2万円 昭和45年築

9

c規格
61.28㎡

約11分
(徒歩）

－－‐，’

■■■■ 約2万円 直ちに入居可省庁別 ’ ’ 昭和45年築

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する)．

備 考
(築年数等）

宿舎名 規格･専有面積 所在地 月額使用料 入居可能日
■

■ ﾛ ■ ■ ■ 11

ロ 0 ﾛ ロ I ロ

ロ ロ ロ

ﾛ ロ ロ

、 ロ U ロ

1 1

ｌｌｌｌｌ

全 副まありません※



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

(庁名） 甲府地方裁判所

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

通勤時間
(利用する交通手

段も記載する）

種 別

(省庁別､合
同）

備 考
(築年数等）

月額使用料宿舎名･戸番 規格"専有面積 所在地 入居可能日

ﾛ ﾛ

d規格
72.00㎡同

30分
(徒歩）省庁別 約2万円 直ちに入居可 昭和61年築「～ 望一

I U ロ ロ

（

ロ ロ ■ ロ ロ

１１１１１１

ロ － ﾛ ロ ﾛ ﾛ

1 1

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名 所在地 月額使用料規格｡専有面積 入居可能日

■ ■ ﾛ

■ ■ ■

I I I I l I
ロ ■

ｌｌｌｌｌｌ

H U I口

1 1

引まあ！※



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

ftHj斉壼ｻ半IIB

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎
通勤時間

(利用する交通手
段も記載する）

種 別
(省庁別､合

同）

備 考
(築年数等）

月額使用料 入居可能日所在地規格･専有面積宿舎名･戸番

1 1 1

d規格
83.68㎡同 徒歩約10分 昭和52年築約2万円 直ちに入居可省庁別

ロ

c規格
73.78㎡トー■ 徒歩約10分 昭和52年築’ 約1万5000円 直ちに入居可|－ － －皇一省庁別

0 ＩＩＩＩＩｌｌ

ロ

I I I I I I

I

〃

ﾛ ウ ロ ﾛ

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

月額使用料 入居可能日宿舎名 規格･専有面積 所在地

ロ Ⅱ

l Ⅱ 、

ロ ■

B ■ ■ ■ ■

全 Iまあレ※
〆



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

(庁名)新潟地方裁判所

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

種 別
(省庁別､-合

同）

備 考
(築年数等）

月額使用料 入居可能日宿舎名･戸番 規格･専有面積 所在地

Ｉｌｌｌｌｌ

ロ ロ B Ⅱ 〃

ｌｌｌｌｌｌ

Ⅱ

一

I U
。 I ロ ﾛ ﾛ ﾛ Ⅱ

1 1 1 1 1

1 1 1

ＩＩｌｌｌ

■ 、

』 ロ

I I I l I I I

■

ロ

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名 所在地 月額使用料 入居可能日規格･専有面積

約22分
(バス11分､徒歩

11分）

未定
(原則として発令
日以降入居可能）

単b規格
34.90㎡

9,000円～15,000
円程度 築14年|F･･ ".- . .._ | '．･L----〒~~一言三二 , _≦』」

未定

(原則として発令
日以降入居可能）

約33分
(バス28分､徒歩

5分）
c規格
63.36㎡

9,000円～15,000

円程度 築42年～5．1年’ |i_畠一 ．、’

全 りません※



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

地方栽半IIF

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

種 別
(省庁別､合

同）

備 考
(築年数等）

宿舎名･戸番 月額使用料 入居可能日規格･専有面積 所在地

戸

E ■ ■

■ ■ ■

『 ロ ロ

ロ ロ ロ ロ ロ

ロ

巳

■

ロ ロ ロ ﾛ

■ ■

I ‐ I

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名 規格･専有面積 所在地 月額使用料 入居可能日

築年数や面積に
応じて3万円～5
万円程度

未定
(原則として発令
日以降入居可能）

c規格
64.07㎡～68.05

塁

、

約1時間

(バス10分､電車
30分､徒歩20分）

’ 平成18年築～平
成24年築

。

■

未定
(原則として発令
日以降入居可能）

約1時間
(バス15分､電車
25分､徒歩20分）

c規格
6491 ㎡

3万円～4万円程
度一・‐可 平成13年築

ＩＩＩＩＩ

6規格
63.36㎡～64.63
㎡

未定

(原則として発令
日以降入居可能）

約1時間
(電車30分､徒歩
30分）

2万円～3万円程
度

昭和59年築～昭
和63年築

入居す できるものではありません。※
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【機密性2】

入居可能な宿舎の概要
■

ﾅ半11E

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

種 別
(省庁別､合

同）

備 考
(築年数等）

所在地 月額使用料 入居可能日規格･専有面積宿舎名"戸番

1 1 1 1

I ，

’

■ ■

1 1 1

Ｉｌｌｌｌ

夢

D B ロ ロ ﾛ ロ

ロ

■ ■ ■ ■

■ ■

ﾛ ﾛ 、

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

所在地 月額使用料 入居可能日宿舎名 規格･専有面積

■ ■ ■ ■

1 1 1

未定
(原則として発令
日以降入居可能）

約50分
(電車30分､徒歩
20分）

3万円～4万円程
度

c規格
68.29㎡ 平成22年築

築年数や面積に
応じて1万円～3

万円程度

未定
(原則として発令
日以降入居可能）

約35分
(電車15分､徒歩
20分）

c規格
63.36㎡～67.84

色

、

昭和55年築～昭
和59年築’ ’

※

錘 挺侭 ‘' 泌艇Y鶴墨心5

一一‘

.…一一



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

=tH1方圭f半IIB

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎
通勤時間

(利用する交通手
段も記載する）

種 別
(省庁別､合

同）

備 考
(築年数等）

入居可能日月額使用料所在地規格･専有面積宿舎名｡戸番

1 1 1 1 1

ﾛ ロ ロ ■ ロ ■

Ⅱ ‐ U 、 ロ ﾛ

1 1 一
●

ﾛ ﾛ Ⅱ

１１１や１１１

幸■
■
■
■
■

■
Ⅱ
■
Ⅱ
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

ロ

P ロ ロ ロ ロ

ｌｌｌｌｌｌｌ

I I I I I I

2採用庁で手配を予定している宿舎
I

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

入居可能日月額使用料所在地宿舎名 規格･専有面積

ロ ﾛ ■

■

未定
(原則として発令
日以降入居可能）

約45分
(電車20分､徒歩
25分）

2万円～3万円程

度
c規格
63.36㎡ 昭和59年築

戸一V

‐．’ ’

ロ B E ロ

U ロ 。

※



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

＝ ｼ坐1IF

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

種 別
(省庁別､合

同）

備 考
(築年数等）

宿舎名･戸番 規格･専有面積 所在地 月額使用料 入居可能日

ロ ロ ロ ロ

f O ロ ロ ロ ロ 己

ロ ロ ■ ロ

＝

1 1 1

ロ

◆ ■ ■ ■

1 1

■

■ ■

1 1 1

■ ﾛ ﾛ

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名 月額使用料規格･専有面積 所在地 入居可能日

未定
(原則として発令
日以降入居可能）

約20分
(バス10分､徒歩
10分）

■

c規格
63.36㎡

1万円～2万円程
度i 1 － ゞ _．

‐ や 芯

’ ‐ ’ 昭和52年築
Ⅱ

1 1

ＩＩＩＩｌｌ

I ロ I U 』

■

、 ロ

■ ■ ■ ■ ﾛ'

全 のではありません※



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

(庁名)大津地方裁判所

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

種 別
(省庁別､合

同）

備 考
(築年数等）

所在地 月額使用料 入居可能日宿舎名･戸番 規格･専有面積

● ■

】

ロ ロ

■ ■ ■ の ■ ■ ■ ■I

■ ﾛ

0 1 1 1 1 ｡

ロ ロ ■

ロ ﾛ

ロ ﾛ I Ⅱ ﾛ ﾛ

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名 月額使用料 入居可能日規格･専有面積 所在地

ﾛ ﾛ ﾛ ﾛ

原則として発令日
以降

約10分
(徒歩10分）

b規格
49.51㎡

1万円～2万円程
度I 昭和58年築’

約30分
(電車5分､徒歩2
0分）

c規格
6463㎡

2万円～3万円程
度

原則として発令日
以降 昭和61年築

’

1

1

全 のではありません※

〆



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

(庁名)和歌山地方裁判所

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

種 別
(省庁別､合

同）

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名･戸番 規格･専有面積 所在地 月額使用料 入居可能日

｜’ I

ロ 1「 ロ ロ ロ
一一

1 1，

Ｉｌｌｌ

I ロ 1 1 1 ロ

１１１も

1 1 1

ロ ロ ロ ロ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

I
■

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

，備 考
(築年数等）

宿舎名 規格･専有面積 所在地 月額使用料 入居可能日

１１１１

約45分
(電車20分､徒歩
20分）

c規格
69.29㎡

2万円～3万円程
度

原則として発令日
以降|､ ’－－． ．．’ 平成24年築

１１１１

■ ■ ■ ■ ■ ● ｌｌｌｌｌｌ

O B

全※ はありません



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

半||頁

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

通勤時間

(利用する交通手
段も記載する）

種 別
(省庁別､合

同）

備 考
(築年数等）

宿舎名･戸番 規格･専有面積 所在地 月額使用料 入居可能日

1 1

I ロ 1 0

1 1

ロ ﾛ ■

．’

ロ ロ ロ

E ロ

Ⅱ
■

ロ ■

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名 規格･専有面積 所在地 月額使用料 入居可能日

約30分
(徒歩20分､バス
10分）

c規格
64.07㎡’ 約3万円 発令日以降’－－ 」 平成17年築

I

l I I I I

｡ 、 Ⅱ

■ ■ ■

全 りません※



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要
4L

＝

1 採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

通勤時間

(利用する交通手
段も記載する）

種 別
(省庁別､合

同）

備 考
(築年数等）

宿舎名･戸番 規格｡専有面積 所在地 月額使用料 入居可能日
■ ■

約30分
(バス20分､徒歩

10分）

［ ｜ザ

d規格
78.82㎡

約3．3万円 直ちに入居可 平成8年築合同

ﾛ ■ ■

■

■

ﾛ ﾛ ﾛ ■

■

ロ 『

U I 1 1
D B ■ ■ ■ ■

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名 所在地 月額使用料 入居可能日規格･専有面積

｜｢ ■ ■ ■

■

〃

全 はあし※



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

一一

；半11E

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

種 別

(省庁別､合
同）

備 考
(築年数等）

所在地 月額使用料 入居可能日宿舎名･戸番 規格･専有面積
、

e規格
88.72㎡

’ 二.､川 ロ

直ちに入居可能 徒歩5分 平成4年築'一弓;］ 約4万円省庁別 ’

■ ■

ｌｌｌ

ｅ

■
■
■
Ｂ
■

■
■
■
■
■

ロ ロ ■

Ｉｌｌｌｌ

凸

１－

今 Ⅱ ■

･ ﾛ

■

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名 月額使用料規格･専有面積 所在地 入居可能日

1 1 1 1 ． I

1 0 1

日 ■

■
■
Ⅱ
■

■
Ⅱ
Ⅱ
■

■
■
■
■

■
Ⅱ
！
■

○

一
■
■
■
■

ロ ロ U B ロ ■

I

l Ⅱ l ロ

※



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎
ロ 0

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

種 別
(省庁別､合

同）

備 考
(築年数等）

1 1
1

月額使用料 入居可能日宿舎名｡戸番 規格･専有面積 所在地

ﾛ ロ

1 0 0

I U

1 1 1 1

1 1 1

ﾛ ﾛ ﾛ ﾛ Ⅱ

ロ ロ ロ ロ ロ ロ

I I h
Ⅱ

、0 1 1 1

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

ﾛ

入居可能日宿舎名 所在地 月額使用料規格･専有面積

築年数や面積に
応じて2万円～4
万円程度

未定
(原則として発令
日以降入居可能）

概ね1時間以内
(電車又はバス）

c規格以上
(60㎡以上）広島市内の宿舎 広島市内の宿舎

1 1

I

※



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

坐11頁口

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

種 別
(省庁別､合

同）

通勤時間
(利用する交通手

段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名･戸番 規格･専有面積 所在地 月額使用料 入居可能日

ト
d規格
72.84㎡

’ 約10分
(徒歩）’ 省庁別 直ちに入居可 昭和62年築’ 約2万5千円

ロ ロ

ｌｌｌｌｌｌｌ

■ ■

ロ ﾛ

■ ■

S I I I

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名 規格･専有面積 所在地 月額使用料 入居可能日

D I I

ﾛ ﾛ Ⅱ

ｌｌｌｌｌｌｌ

’Ⅱ I

全※ はありません



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

ﾃ坐IIB

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

種 別
(省庁別､合

同）

通勤時間

(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名･戸番 規格･専有面積 所在地 月額使用料 入居可能日

白 I

ＩＩＩＩＩＩ

。

■
■
■

■
■
■

■
■
■
■

ｂ

■ ■ ■ 舎

■ ■ ■ ■

｜| ■ ■ ■

■

11 ■ ■

ロ ロ

1 1 1 1

ロ ロ ロ

1 1 ロ I Ⅱ I

３

ロ ■ ロ

■ ■ ■ ■

I I I I I I I

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名 規格･専有面積 所在地 月額使用料 入居可能日

ロ ■ ロ ﾛ

”

c規格
58.75～64.82㎡ 信

未定
(5月中旬以降）

1万4千円

～1万8千円程度
約30分
(徒歩）

昭和43年
～昭和55年築

■ 且 ■ ■ ■ ■

c規格
63.58㎡

未定

(5月中旬以降）
約40分
(徒歩）’ ’ ’ 1万8千円程度 昭和56年築

c規格
56.38～64.02㎡

未定 ・
(5月中旬以降）

約30分
(バス）

1万3千円

～1万6千円程度
昭和45年
～昭和50年築L_， 一一 一

全※ のではありません

【雰翠 漣，琴壁 玲 睦

r~万一



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

(庁名） 福岡地方裁判所

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

種 別
(省庁別､合

同）

備 考
(築年数等）

月額使用料 入居可能日所在地規格･専有面積宿舎名･戸番一一 ’
約2万円(駐車場
使用料約6,600円）

昭和44年築
(平成20年改修）

c規格
64.68㎡ 直ちに入居可 約20分(徒歩）■■■■

’

省庁別ＤＩＩｌＰＩＩｌ－ 約2万円(駐車場
使用料約6,600円）

昭和44年築
(平成20年改修）

c規格
64.68㎡ 直ちに入居可 約20分(徒歩）■■■■ L了一、 1 －‐ ’省庁別

’
約2万円(駐車場
使用料約6,600円）

昭和44年築
(平成20年改修）

c規格
6468㎡ 直ちに入居可 約20分(徒歩）省庁別一一一 約2万円(駐車場

使用料約6,600円）
昭和44年築
(平成20年改修）

c規格
64.68㎡ 直ちに入居可 約20分(徒歩）’省庁別 |【

■ ■

■

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

月額使用料 入居可能日宿舎名 規格･専有面積 所在地

ｌｌｌｌ

’

ｌｌｌｌｌ

p I I

●

ロ ロ ロ

全 はありません※ 冬



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

号姉方裁半11F

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

種 別
(省庁別､合

同）

備 考
(築年数等）

月額使用料 入居可能日宿舎名･戸番 規格｡専有面積 所在地
蛤

ロ

、 ロ ロ ロ ■ｂ
２
ｍ

単
７

－
３

Ｃ
６

Ｒ
３

約1万円 直ちに入居可jl 徒歩3分 平成9年築|･ 、 －‐ 合同

約30分
(バス20分､徒歩
10分）

c規格
63.36㎡

｜・ ・灘_二15 口
一 一

■■ 約1万5千円 直ちに入居可|,一一 一 昭和58年築合同

！

1 1
ロ

、 Ⅱ Ⅱ

I■

■ ■ ■ ■ ■

ロ

■ ■ ■ ■

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名 所在地 月額使用料 入居可能日規格･専有面積

ﾛ ロ ﾛ ロ ﾛ ロ

1 1 1

角

ロ ロ ロ 11

全 号はあ.りません※



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

；半1IBp

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

種 別
(省庁別､合

同）

■ ■ ■

備 考
(築年数等）

月額使用料 入居可能日宿舎名･戸番 規格･専有面積 所在地

ロ 1 1 1 ｡

I I I l I I

I H I

■ ■ ｣| ■

C ロ ﾞ

｜I 』

｜’ I D p I I

早 ■ ■ ■

I I I I I I

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名 所在地 月額使用料 入居可能日規格･専有面積

■ ■

未定
(原則として発令
日以降入居可能）

d規格
79.87㎡

バス通勤約20分
電車通勤約30分’ 約4万円|I 平成10年築

ｑ■
■
■

■
■
■
■

■
■
■

日
■
■

1 1

ロ 0 ロ ■ ロ

I ロ Ⅱ

全 はありません※



I

【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

4ﾄｾll1方妻f半115

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎
通勤時間

(利用する交通手
段も記載する）

種 別
(省庁別､合

同）

備 考
(築年数等）

入居可能日月額使用料所在地規格･専有面積宿舎名･戸番

、 ﾛ Ⅱ

や

１１１

I

■ ■ ■ ■

■ ■

I

ｌｌｌｌｌｌｌ

■ |ﾄ

1 1 1 1

ﾛ ﾛ II ﾛ ロ

ﾛ ロ n n B ロ

■

｜’
』

2採用庁で手配を予定している宿舎
通勤時間

(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）月額使用料 入居可能日所在地規格･専有面積宿舎名

未定
(原則として発令
日以降入居可能）

築年数に応じて
1．5万円～2万円

程度

c規格
63.36㎡～64.24

2

m

昭和56年～平成
3年築約35分(徒歩）~Ilg_ _皇具一上 －－－豐_二’一 ’

未定
(原則として発令
日以降入居可能）

1 1

ﾛ ロ

c規格
63.36㎡ 昭和53年築約35分(徒歩）1．4万円程度－ ．1r__一一ﾕニ■■■■

※



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

(庁名)能本地方裁判所

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

種 別
(省庁別､合

同）

P ■

備 考
(築年数等）

入居可能日月額使用料規格･専有面積 所在地宿舎名｡戸番

省庁別

(森林管理局
省庁別宿舎）

c規格
73.10㎡

| 一- .-T｣
昭和59年築約2万円 直ちに入居可 徒歩約5分’I~- _」

’ .一一rー … 了一 △

一一 一一一一一一一．， ■伊

省庁別
(森林管理局
省庁別宿舎）

■

c規格
73.10㎡

」Ｌ ’
直ちに入居可 徒歩約5分 昭和59年築ニユーニーー亘~盲:］ 約2万円

省庁別
(森林管理局
省庁別宿舎）

c規格
73.10㎡岸■

■ ■

徒歩約5分 昭和59年築約2万円 直ちに入居可|‐‐アミ､ 一.一 詞~_；b ■
▲即 一律■ . ‘--ﾜーーー

ロ ﾛ

1 1 ﾛ ロ

1 1 1

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

入居可能日宿舎名 所在地 月額使用料規格･専有面積
● ■ ■ ﾛ ■

H I l ロ

‐ ■ ■ ■ ■ ■ ■

p I l I I I

全 計まありません※



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

種 別
(省庁別､合

同）

備 考
(築年数等）

月額使用料 入居可能日規格･専有面積 所在地宿舎名･戸番

約30分
(バス又は市電20
分､徒歩8分）

一一 d規格
74.68㎡

約3万円 直ちに入居可 平成7年築省庁別 ’

約30分
(バス又は市電20
分､徒歩8分）

：・’一 d規格
74.68㎡

約3万円 直ちに入居可‐．’ 平成7年築省庁別

■ ■ ■ ■ ■

P

ﾛ ﾛ ■ ■ ■ 11

’ ロ ロ ｡

■ ｡

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名 所在地 月額使用料 入居可能日規格･専有面積

0 1 1
G I ロ ｡

１１１１

l ロ ロ

｜’
■ ■

0 0 ﾛ 。 ﾛ ロ ロI

※



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要
ー

i\11 Eロ

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

種 別
(省庁別､合

同）

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名･戸番 規格･専有面積 所在地 月額使用料 入居可能日

■ ■

１１１１１

■ ■ ■

ロ

ﾛ ロ ●

I 。 I 』

U

〃

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名 規格･専有面積 所在地 月額使用料 入居可能日

未定
(原則として発令
日以降入居可能）

c規格
64.24㎡

約15分
(バス又は徒歩）■■■■ ユーーァ｜

＝

2万円～25万|望 平成4年築

未定
(原則として発令
日以降入居可能）

c規格
6465㎡

約15分
(バス又は徒歩）｢__一二五 一旦旦一 --］ 2万円前後 昭和50年築

未定

(原則として発令
日以降入居可能）

約30分
(バス又は自転
車）

c規格
64.87㎡■■■■ Ｌ一

一一|、 2万円～2．5万円 平成7年築

※



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

種 別
(省庁別､合

同）

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

月額使用料宿舎名･戸番 規格｡専有面積 所在地 入居可能日

昭和39年築
(平成19年大規
模改修）

b規格
44.38㎡ﾄー

’

省庁別 ’ 約8, 000円 直ちに入居可 約10分(徒歩）

昭和39年築
(平成19大規模
改修）

b規格
44．38㎡

|i

■■■ 約8,000円 直ちに入居可省庁別 L: E E= ｡=≦≦~－－－－－－－－ 」 約10分(徒歩）
ﾛ ﾛ ､ ■

１１１１

ロ

■

ひ ｡

■ ■ ■ 申

｜| ■ ■ ■ ■

ﾛ ■ R E

■ ■

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名 規格･専有面積 所在地 月額使用料 入居可能日

I I l l I I

ロ ロ ロ ロ ロ

、 I

全 副まありません※



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

(庁

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

種 別
(省庁別､合

同）

備 考
(築年数等）

月額使用料 入居可能日規格･専有面積 所在地宿舎名･戸番

d規格
72.38㎡

’

■■■■ 約3万円 直ちに入居可 約5分(徒歩） 昭和63年築省庁別 － ‘ ｜
b一

■ ■ ■ ■ ■ ■

（

I ロ Ⅱ

凸

4

■ ■

■ ■ ﾛ ■

ロ ロ ロ

1 1 1

■

■ ■

■ ■ ■

■ ■

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名 所在地 月額使用料 入居可能日規格･専有面積
■ ■

ロ 、 ﾛ ロ

I

． ’

ｌｌｌｌｌ

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

●■
■
■
■
■
・

■
■
■
■

全 Iまありません※ 寺



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

(庁名） 山形地方裁判所

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎
■

通勤時間

(利用する交通手
段も記載する）

種 別
(省庁別､合

同）

備 考．
(築年数等）

宿舎名･戸番 規格"専有面積 所在地 月額使用料 入居可能日

約25分
(バス）ﾄー

c規格
70.87㎡省庁別 ’ 約1万5千円 直ちに入居可 昭和58年築'1- 一

I

I

1 1 1 』 1 1

1 ．

I

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名 規格･専有面積 所在地 月額使用料 入居可能日

■ ■ ■

ロ

〃

全※ §はあし



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要
＝ ;\11 F

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

種 別
(省庁別､合

同）

備 考
(築年数等）

所在地 月額使用料 入居可能日規格"専有面積宿舎名･戸番
、

■ ■

Ｉｌｌｌｌ

ﾛ ﾛ Ⅱ申

ﾛ ■

】 Ⅱ I

■ ■ ■ ■

■

I 。

1 1 1

【
■ ■ ■ ■ ■

1 1 ．
ロ ロ

2採用庁で手配を予定している宿舎

’
通勤時間

(利用する交通手
段も記載する）

1 1

備 考
(築年数等）

月額使用料 入居可能日宿舎名 規格･専有面積 所在地

未定
(原則として発令
日以降入居可能）

約30分
(バス）

単b規格
36.41㎡

ト
ー
１
１
１
１
■
Ｉ

約11,000円 平成g年築’

未定
(原則として発令
日以降入居可能）

約30分
(バス）

a規格
2499㎡

｜
’

■Ｉ

約7, 000円 平成12年築’

全 はあし※ 寺



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

;半||頁

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

種 別
(省庁別､合

同）

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する)

備 考
(築年数等）

宿舎名"戸番 規格･専有面積 所在地 月額使用料 入居可能日

約27分
(地下鉄10分､徒

歩17分）

c規格
72㎡

合同 約5万円 直ちに入居可 平成23年築

約27分
(地下鉄10分､徒

歩17分）

c規格
72㎡

合同 約5万円 直ちに入居可 平成23年築

約25分
(地下鉄12分､徒

歩13分）

c規格
69㎡25

合同 約4万円 直ちに入居可 平成19年築

■| ■ ■

1 1 1 1

I Ⅱ I

ロ 号 ロ

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名 規格･専有面積 所在地 月額使用料 入居可能日

1 1 U l l

ロ I ロ ■

Ⅱ I ロ ロ Ⅱ 。 Ⅱ

1 1 1 1 1 1

１１１１１１

参

ロ ロ 寺 ロ ロ ロ ロ

■

全※ りません寺

ロー'． 蕊醗
が壹鴎鯉噌難鬮醗 一一 屯.､雪&.､蝉寧§･「 ．~ｰ~‘･＝~･‘

園瞳画■■■

己

率 錨 悉輔 翰鰯 鶴＝

ロ g蝿 ‘露

鰯“ 噸翻
r 励当一一

_‐__‐》縄ざ丁・‐



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

鐸||戸日jl

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

種 別
(省庁別､合

同）

通勤時間
(利用する交通手

段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名･戸番 規格･専有面積 月額使用料所在地 入居可能日

約30分
(バス20分､徒歩
10分）

e規格
87.74㎡’ 省庁別 約3万円 直ちに入居可.》 I

一

曇ユー‐一皇』’ 昭和55年築
ロ

I 1l 1 1 1

■

ﾛ ﾛ ﾛ ロ ●

ロ ﾛ I

’1
■ ■ ■

1 1

■ ■ ■ ■ ■

ｌｌｌｌｌ

■
■
■

■
日
日

■
■
Ⅱ

■
Ⅱ
！

■
日
日

■
■
■

■
Ⅱ
０

９

Ⅱ

１１１１

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名 規格･専有面積 所在地 月額使用料 入居可能日

■ ■ ■ ■ ■

全※ 尋'十謡L●



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要
弘

ｼ半11頁

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

種 別
(省庁別､合

同）

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名･戸番 規格･専有面積 所在地 月額使用料 入居可能日

昭和50年築

専有面積には独
立物置(4.00㎡)を

’
c規格
71.24㎡

原則として､発令
日以降入居可能

F一子r=． －ー省庁別 約15,000円程度 徒歩5分

含む。
｜ 、

ロ

1 1 .

ｌｌｌｌｌ

ロ ロ ロ

’。

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手

段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名 規格･専有面積 所在地 月額使用料 入居可能日

一 ■ ■ ｡

ﾛ ﾛ Ⅱ

■ ■ ■ ■ ■

1 1

I

ロ

全 できるものではありません※



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

(庁名） 高知地方裁判所

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

種 別
(省庁別､合

同）

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名･戸番 規格･専有面積 所在地 月額使用料 入居可能日

I I l I I I I

1 1 1 1

■ ■ ■ ■ ■

由

■
■
■

争■
一
Ⅱ
■

Ｉ

■ ■ ■

一

ロ ﾛ 0 ロ ロ ロ ■

ﾛ ロ ロ ﾛ Ⅱ

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名 規格･専有面積 所在地 月額使用料 入居可能日

昭和45年～46年
築
平成29年度外壁
改修工事･風呂改
修工事済み

ロ 、

未定
(原則として発令
日以降入居可能）

約30分
(路面電車又は自
転車）

c規格
55㎡～60㎡|･ニニニーーr 1 約12, 000円’ ’

D ロ ロ ■

※



【機密性2】

入居可能な宿舎の概要

A、 ｼ坐I1F

1採用庁で確保している省庁別宿舎又は合同宿舎

種 別
(省庁別､合

同）

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名･戸番 規格画専有面積 所在地 月額使用料 入居可能日

約15分
(市内電車約13
分､徒歩2分）

1－ －－1 c規格
68.53㎡l■■■ 省庁別

ｒ
ｌ
Ｉ ’ 約2万円 直ちに入居可 昭和52年築

約15分
(市内電車約13
分､徒歩2分）

c規格
68.53㎡、 省庁別 |'.－ 一ー｡’ 約2万円 直ちに入居可 昭和52年築

１１１１

ｌｌｌｌｌｌ

1 1 1

■ ﾛ ﾛ

■ ■

■ |’

■

2採用庁で手配を予定している宿舎

通勤時間
(利用する交通手
段も記載する）

備 考
(築年数等）

宿舎名 規格･専有面積 所在地 月額使用料 入居可能日

I Ⅱ ﾛ ﾛ ロ

ﾛ ロ

ロ

ロ ﾛ I Ⅱ Ⅱ

凸●

ー

全※ はありません



宿舎希望調査表(新任判事補）

本表に記載された個人情報は宿舎事務の目的のみに使用します。
宿舎事情や貸与条件により希望の内容に添えない場合があります。

※
※

＝一ー 一

採用予定庁発令予定日 氏名 年齢｜性別’ 官職 I 期

男
女

□
□(ふりがな）

判事補地裁R7.4.24 77
』

ﾛ ロ c

I①現住所について
' 一 一 一 = － ． －－ ユロ ー ーー ロ マ－－－

‘｜口自宅 口借家等

|②宿舎の新規貸与希望の有無 4
宿舎の新規貸与を、希望する。

n希望しない。
※ 希望の有無をチェックし､宿舎の新規貸与を希望する方は､下記③欄の該当
事項を記載してください。 、

現住所(宿舎の新規貸与を希望する方のみ記載してください。）

|現住所(肩書の新編貸与を希望する方のみ記載してください｡’
｜貸与を希望する宿舎の駐車場の要否(駐車場があっても空きがない場合があります｡） |口必要 口不要

1
1

1|③宿舎の新規貸与希望について
1自宅保有について(自宅を保有している方のみ記載してください｡）

自宅の住所 ｜□②の現住所に同じ □その他（
宿舎が必要な理由 ｜ 口遠方のため □その他（

2貸与希望者について‘

入居区分 ｜ 口世帯 口独身 口単身
氏名 続柄 年齢

）
－

）

職業 備考’十‐にＩ
ワ

ニ
今
一

Ｉ
Ｉ
ｌ
１
Ｌ
ｌ

←
●

二二一千一=--‐
D 句

I

同居を予定している
家族の氏名等

■

◆

●
・
ｖ
ｌ
６
■
０
凸

一

3宿舎に関する連絡先について

携帯番号

メールアドレス
ﾆｰｰｰｰｰｰ‐ 一 一十一一一

●

’蕊 ､鋲 言舜｛ 羅罰舜要愚羅 ・認錘 慈読 醍壺



記載例(希望あり）

宿舎希望調査表(新任判事補）

本表に記載された個人情報は宿舎事務の目的のみに使用します。
宿舎事情や貸与条件により希望の内容に添えない場合があります。

※
※

採用予定庁
－

期発令予定日 氏名
一

やまだ たろう

年齢｜性別I 官職

男
女

■
□(ふりがな）

東京 地裁 判事補R7 .4.24 30 77
山田 太郎

I

|①現住所について

|｜■自宅 口借家等

１
１

|②宿舎の新規貸与希望の有無 1

宿舎の新規貸与を■希望する。 ※ 希望の有無をﾁｪｯｸし､宿舎の新規貸与を希望する方は､下記③欄の該当
口希望しない。事項を記載してください。

現住所(宿舎の新規貸与を希望する方のみ記載してください｡）

○○県○○市○○町○一○一○

｜貸与を希望する宿舎の駐車場の要否(駐車場があっても空きがない場合があります｡） |■必要 口不要1

|③宿舎の新規貸与希望について
’1 自宅保有について(自宅を保有している方のみ記載してください｡）

｜■②の現住所に同じ
｜■遠方のため

□その他（

□その他（

自宅の住所

宿舎が必要な理由

2貸与希望者について

入居区分

ｊ
’
’
１

“》j盤1 … …

■世帯 口独身 口単身

氏名 続柄 年齢 職業 備考

I
山田 花子

山田 一郎

妻
子

会社員

保育園児 主

卯
５

同居を予定している
家族の氏名等

■ － －－

十
十
Ｉ

－

I II

3宿舎に関する連絡先について

携帯番号 090－△△△△一ロロロロ

△△△△@outlookjpメールアドレス

ロ
ﾛ■■■■■■■■■

』.？ 謹識f璽 蕊 轌嚥羅 墜識
＝

ミ
〆

1’
※ このメールアドレスは､最高裁経理局宿舎担当及び採用庁の事務担当からの連

絡に使用させていただきます。
L



記載例(希望なし）

宿舎希望調査表(新任判事補）

本表に記載された個人情報は宿舎事務の目的のみに使用します。
宿舎事情や貸与条件により希望の内容に添えない場合があります。

※
※

－

採用予定庁
一一 号 幸一二 一 ① gp － s － ■｡ ●

｜年齢｜性別
■■■■■■■■■■■■

期発令予定日 氏名
一

やまだ たろう

官職

男
女

■
□(ふりがな）

判事補東京 地裁 77R7.4.24 30

山田 太郎 ■ ■

ロ ー

I①現住函について
｜■自宅 口借家等

〆

|②宿舎の新規貸与希望の有無
｜

I
云司

宿舎の新規貸与を口希望する。

■希望しない。

※ 希望の有無をチエックし､宿舎の新規貸与を希望する方は､下記③欄の該当
事項を記載してください。

現住所(宿舎の新規貸与を希望する方のみ記載してください｡）

|貸与を希望する宿舎の駐車場の要否(駐車場があっても空きがない場合があります｡） |口必要 口不要’

|③宿舎の新規貸与希望について
1 自宅保有について(自宅を保有している方のみ記載してください｡）

自宅の住所 ｜ □②の現住所に同じ □その他（
宿舎が必要な理由 ｜ 口遠方のため □その他（

2貸与希望者について

入居区分 ｜口世帯 口独身 口単身
氏名 続柄 年齢

１
画
』

職業 備考

主三ゴ
り

り 申一つ ●

L－．同居を予定している
家族の氏名等

－－ － －－

Ｉ

1
3宿舎に関する連絡先について Ｉ

に

Ｉ
Ｉ
Ｊ一

携帯番号

メールアドレス

|」 ’今 へ ･ 島風一色
･ヤー



【機密性2】

令和7年度新任判事補研修について

司法研修所

1 司法研修所第一部教官室の紹介

司法研修所には､修習生指導を担当する第二部教官室（民事裁判教官室、刑事裁判教官

室等）のほかに、裁判官の研修を担当する第一部教官室があります。

第一部教官室では､裁判官の自己研さんを支援する目的で､年間50本を超える裁判官

研修を企画・実施しています。今回、皆さんが参加する新任判事補研修もその一つで、第

一部教官室が企画・運営を行うものです。

2 研修の目的

新任判事補研修は､皆さんが裁判官として円滑なスタートを切ることができるように、

裁判官としての基本的な心構えや、裁判所という組織及び裁判事務に関する基本的な知

識等を修得するとともに、目指すべき裁判官となるための自己研さんの在り方について

考えるきっかけとしてもらうことを目的としたものです。

同期の仲間との絆を深める貴重な機会にもなりますので､積極的な姿勢で臨み､有意義

な研修となるようにしてください。

3 研修の概要及び準備事項等

（1）研修の概要

別添「令和7年度新任判事補研修について（事務連絡)」に記載のとおりです｡

研修の日程や集合時間について記載しています。日程の概要は以下のとおりです。

なお、後記のとおり、 4月23日（水）以降、宿泊棟の利用が可能です。

ア 【研修1】4月24日（木）及び25日（金）

ウェブ会議により行いますので、自宅等から参加してください。

イ 【在宅研修期間】4月28日（月）から5月9日（金）まで（土日祝日を除く｡）

【研修2】に備え、指定された課題等を各自が行います。

ウ 【研修2】5月12日（月）から同月14日（水）午前まで

最高裁判所和光庁舎・司法研修所別館研修棟（以下「司研別館」という｡）におい

て行います。

（2）カリキュラム及び在宅研修期間中の準備事項等

別添「研修参加に当たって」に記載のとおりです。



（3）研修に当たっての各種案内

別添「司研別館ガイド（令和7年度新任判事補研修)」のとおりです。

具体的な集合場所､研修施設である司研別館や司研別館の宿泊棟(通称:なごみ寮）

の利用案内について記載していま式。研修当日持参してください。

4 提出物_【全員提出】

（1）’ ’|について

’

｜フォームに所要事項を入力し、

に回答を送信してください。

つきましては、以下の

4月18日（金）正午まで

し｜

(2）

｜フォーム

研修期間中の入寮希望等について

4月23日（水）から5月14日（水）までは､なごみ寮に宿泊することができます。

つきましては、以下の入寮希望調査フォームに所要事項を入力し、

(※入寮希望の有無にかかわらずに回答を送信してください4月21日（月）正午まで

全員回答)。

【研修2】の期間（5月12日から同月14日まで）は、司研別館へ通所することも

できますが、同期の裁判官全員が集まる最初の研修であり、研さんに集中することがで

なるべく入寮されるこ とをお勧めします。きますので、この期間は

なお、以下のとおり、懇親会の開催を予定しています。フォーム内で出欠調査を行い

ますので、回答してください（参加は任意です｡)。

日時：5月12日（月) 17:20～19 : 00

場所:総研厚生棟■■食堂

会費:3, 500円

碕修閉岡中の入肇紬亘専につ蛾て

ぃ和7年麿塞仔珂酉播硬修）

艮
声一

『‐
凄

し入寮希望調査フォーム：’ ’

（3）自己紹介について

【研修1】の初日に全員から自己紹介をしていただく予定ですが、自己紹介の時間が

一人1分強程度と限られていますので､簡単な自己紹介を入力していただき、自己紹介

の際に、司研教官においてパワーポイント化した画面を共有することを予定していま

す。

つきましては、以下の自己紹介提出フォームから

答を送信してください。

自己唖璽圏殉一ム（77

悪竃）

正午までに回4月22日（火）
1

Ｐ
Ｌ
Ⅱ
固
■

戸二咽己紹介提出フォーム:I ’

｜ 醗謹《77翻竃
任零■助

』

蝿

輯
;告

藩；

~ 磯



5 情報セキュリティポリシーについて
い

（1） ’

’

■

（2）’

’

’'

6 その他

司法研修所で行うカリキュラム中は､季節柄､会場の室温上昇も予想されることから、

服装に御留意ください。

担当窓口

司法研修所第一部教官室所付(高橋･竹村) TEL:|

司法研修所事務局企画第一課企画係TEL:■■■

山崎伊久美 ｜

保原望 ｜

瀧澤千絵 ’

’

’

｜

’



【機密性2】

令和7年4月16日

裁判官任官内定者 殿

司法研修所事務局長

令和7年度新任判事補研修について（事務連絡）

標記の研修について､ 下記のとおりお知らせします。

記

1 日程

日程表（案）のとおり

2 研修場所・実施方法等

（1）【研修1】4月24日（木）及び25日（金）の2日間

参加者は、ウェブ会議用アプリケーション「Zoom」を使用して、参加者は、ウェブ会議用アプリケーション| Zoom」を使用して、カリキュラ

ムに参加する｡

ミーティングID等は、追って通知する。

（2）【在宅研修期間】4月28日（月）から5月9日（金）までの7日間

指定した課題等を各自が行う。

（3）【研修2】5月12日（月）から同月14日（水）~までの3日間

5月12日（月）午前9時40分に当研修所別館（埼玉県和光市南二丁目3

番5号）に集合する。

3 宿舎

4月23日（水）から5月14日（水）まで、宿舎を必要とする参加者につい

ては、当研修所別館の宿泊棟（なごみ寮）を用意する。

4 参加者‘

令和7年3月に司法修習を終え、裁判官に任命された者（第77期司法修習終

了者）



【機密性2】

日 程 表 （案）

令和7年度新任判事補研修1

実 ，施 内 容月''日||曜

15:00 15:20(昼休み）13:20 17:0013:309:30 10:10 10:20

酵演と意見交換

「新任判率補に期待すること」

東京高裁部総括判事 永 渕 健 一

脱明

「民事事件の判決について1」

司研教官 前 浄 達 朗

自己紹介開始式〈所長挨拶）

オリエンテーション

2411末

4 16:10 16:15 ． 16:4012:10 13:1011:20 11:3010900

オリエンテーション

（研修2について〉

司研敦官

前 澤 達 朗

脱明と意見交換

「裁判所の組織と椴構j

総務局第一課長

吉 岡 大 地

総研敦官

朝 日 公 恵

脱明

「裁判所のデジタル化の概要」

デジタル総合政策室参事官

草 野 克 也

脱明
「刑事事件について」

司研教官 守 下 実2511金

令和7年度新任判事補研修2

実 施 内 容月''日||咽
15:50 16:4015:4012:40

※
懇

11:4010:00

『令状事務の留意点」（斑別） オリエンテーション

（社会人の基礎）

司研教官

守 下 実

脱明と意見交換

『裁判所の人事の仕組み」

人事局長 徳

人事局任用謀長 ・中

（司会）司研教官 守

親会

治
輔
実

修

岡
村

下

恵
真千葉地裁判事

東京地裁判事

東京地裁判事

司研敦官

理
悟

涼
実

瀬
高
岡

下

西
日
福
守

斑
班
斑
斑

１
２

３
４

1211月

16:3013:3012:309:30

『民事事件の判決について2」（斑別）

1班 司研敦官 前 椰 達 朗

2垂 司研教官 堀 内 有 子

3斑 司研教官 池 原 桃 子

4斑 司研教官 鈴 木 わかな

『左陪席裁判官の在り方（褒別）」

1斑 横浜地裁判事補 宮
司研教官 前

2薮 さいたま地裁判率補 高

･ 司研教官 ・ 池

3斑 東京地裁判事補 ．平
司研教官 守

4班 さいたま地裁判事補 山
司研教官 照

内
海
橋
原
墳
下
本
代

初
達

音
朗
粒
子
佳
実
央
音

5111311火 桃
優

奈
雅

12:0010:00

意見交換

「目指すぺき裁判官になるために」

1変 司研教官 守 下

2斑 司研教官 前 澤

3斑 司研教官 堀 内

4斑 司研教官 鈴 木

(斑別・全体）

今 移動・辞令交付式へ実

達 朗

有 子

わかな

1411水



【機密性2】

令和7年4月16日

裁判官任官内定者 各位

司法研修所第一部教官室

研修参加に当たって

令和7年度新任判事補研修について、事前に準備すべき事項等は次のとおりです。

第1 事前の準備について

1 自己紹介（4月24日（木））

「自己紹介」では、各研修員から、一人1分強程度で自己紹介をしてもらい

．ます。自己紹介の順は、配属庁を問わず、「五十音順」とする予定です。各研

修員から提出された自己紹介の内容をウエブ会議の画面上に表示しながら自己

紹介を進めていく予定ですので､当日はそれを前提に自己紹介をしてください。

2 「民事事件の判決について1，2」（4月24日（木）、5月13日（火））

（1）「民事事件の判決について1」

‘ 民事事件の判決についての概略的な説明を予定しています。

教材としては、「10訂 民事判決起案の手引」（修習開始時に配布済み）

を用いる予定です。

（2） 在宅研修期間中の課題

ア 上記の「民事判決起案の手引」及び同別冊の「事実摘示記載例集一民法

（債権関係）改正に伴う補訂版一」（令和元年10月）（修習開始時に配

布済み）を在宅研修期間中に熟読しておいてください。

イ 別途送付する記録に基づき、判決書を起案し､ 5月8日（木）午後1時

までに提出してください。起案の方式としては、記録に添付する書式を用

いてください。

3 「刑事事件について」（4月25日（金））

裁判員裁判を含む刑事事件全般についての概略的な説明を予定しています。



別途送付する資料 (勾留請求事件（第3版（令和5年4月1日補正版、ノー

ト付き））にも触れますが、事前準備として読み込む必要はありません。

4 「令状事務の留意点（斑別）」（5月12日（月））

地方裁判所で実際に令状事件を扱っている裁判官及び司研教官を講師として、

実務上の基本的な問題を検討します。研修員は、在宅研修期間中に、上記資料

を熟読の上､別紙｢令状事務の留意点｣設問について､意見を述べられるよう、

あらかじめ検討しておいてください。

第2 その他

別途送付する記録及び資料は、4月21日（月）頃の送付を予定しています。

研修開始前及び研修期間を通じて、不明な点があれば、第一部教官室所付

’ ｜又は企画第一課企画係 ’ ｜に問い合わせてくだ

さい。



、

(別紙）

（5月12日（月）使用）

「令 状事務 の留 意 点」設問

設問1

覚醒剤取締法違反(譲渡)被疑事件の捜索差押許可状の捜索すべき場所として｢○

○ホテル内のA室､B室その他差し押さえるべき物件が存在すると思料される場所｣、

差し押さえるべき物として「覚醒剤、注射器その他本件に関連すると思料される一

切の物」と記載することができるか。

設問2

以下の事例について、

（1） 勾留状を発付してよいか。

（2）‘被害者の氏名について留意すべき点は何か。

【被疑事実の要旨】

● 性的姿態等撮影未遂罪（性的姿態撮影等処罰法2条1項1号イ、2項）

● 駅のエスカレーターで女性（17歳）のスカート内を盗撮しようとした。

【証拠の概要】

● 被害者の供述調書によれば、一週間くらい連続で同じ中年男性が後ろに立っ

ていたのでおかしいと思い、鏡を見るふりをして後ろを確認したら、被疑者

がスマートフォンをスカート内に差し入れていたため、声を上げたところ、

被疑者がスマートフォンを地面にたたきつけて壊し、逃げようとしたので、

駆け付けた駅員の助けも得て現行犯逮捕したとのこと。

● 被疑者の供述調書によれば、知らない女子高校生から盗撮犯人と間違えられ

たがやましいことは一切していないとのこと｡被疑者は､勾留質問において、

同旨を述べるとともに、釈放されたら本件の駅は今後利用しないと述べた。

● 被疑者は前科前歴のない40歳の公務員であり、妻子と同居。

● 本件はローカルニュースで報道された。
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集 合：令和7年5月12日（月) 9:40 (言席:9 : 50)
受 付：令和7年5月12日（月) 9:10～9 :40

最高裁判所和光庁舎・司法研修所別館研修棟■■大研究室前

〒351 -O1 04 埼玉県和光市南二丁目3番5号

司法研{|多所事務局企画第一課

(連絡先 ’ 、 －I)
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’1 研修の参加に当たって

持参物
■

特に｢司研別館ガイド｣及び｢研修参加に当たって｣(事前の準備等に関
する書面)は､必ず持参してください。

事前配布資料

※ 司研では､節電に取り組んでおり、会場等の室温が適温でないことも考えられますので､必
要に応じて､各自対策をとってください。

［受付）
時間 令和7年5月12日(月)9:10～9:40

場所 最高裁和光庁舎｡司研別館研修棟ﾛ■大研究室前

・受付後は､大研究室で配布資料等を確認し､班別名簿①配載の会場に9 :50までに着席
してください。

{懇親会(任意参加)j
OOまで､裁判所職員総合研修所(総研)厚生棟の食堂懇親会を5月12日(月)17:20から1 9:OOま可

で行います。

懇親会費3, 500円は､寮費等とは別にした上

※ 前日までに入寮される方は､支払用封筒を

お支払いの際に御利用ください。

※ お釣りのないように御協力ください。

500円は､寮費等とは別にした上、 1．2日の受付時に受付でお支払いください。一一一
曲

一
申Ｇ

ｅ４－Ｊ
ｇ

一
伊
心

◆

９》

旬
ト

ー
今
ロ

【
■

一

心
巳
．

？

。

｜Ｆｏ
Ｃ岬・

｜
サ
ダ
９
や
画

一

■

一
す
一

一ｓ台〃］
：Ｉ

に置いておきますので、’

）鯉の感染防止策について

研修への参加に当たっては、感染症の感染防止のため、下記の点に十分留意してください。

1 マスクの着用について

状況により、各人において判断する。

2 体調の管理について

研修参加の日に、発熱等の症状がある場合など体調不良の場合は、司法研修所企画第一課
に連絡するとともに、無理に参加せず、療養に努める。

3 その他の留意点について

できる限り、基本的な感染防止対策（多人数の密集回避、対面での会話が想定される場合
の対人距離の確保、手洗い等の手指衛生の確保）に努める。

1
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］［ 配慮を要する場合の申出
研修期間中､特に配慮を要する事情がある場合には､なるべく事前に研修事務担当者まで適宜
の方法により申し出てください。

なお、申出の時期や庁舎設備等の関係から対応が困難な場合がありますので､御了承ください。

(例)車いすを使用しているため､会場等を配慮してほしい。

難聴等のため､席を配慮してほしい。

授乳中のため､休養室を利用したい。

｛交通）交通

最高裁和光庁舎｡司研別館研修棟の最寄駅は､和光市駅(東武東上線､東京メトロ有楽町線・

副都心線)です。

和光市駅からは､南口発の路線バスを利用してください。

池袋から
I

L|東武東上線(快速急行･急行･準急＝約15分､普通＝約25分
〆

司研
別館

バス
ー
約15分

和光市
東京メトロ有楽町線(普通＝約20分）

＝

東京ﾒﾄﾛ副都心線(普通.通勤急行=約20分､急行=約,5秀了

注意

西武池袋線に乗り入れる有楽町線･副都心線の電車は、

和光市駅には行きません(途中の小竹向原駅から西武池袋線に乗り入れます

大宮から

武蔵
浦和

大宮 北朝霞

１
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普通＝約7分
l

I徒歩約2分
I

快速･普通＝約11分
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司研
別館

朝霞台 和光市 三墜一シ
約15分

＞
約5分

2

池袋



和光市駅南口からの路線バスについて

のりば 行き先

東武ﾊｽ｜① 司法研修所循環又は二軒新田
裁判所職員総合研修所

下車(★は図参照）

税務大学校(*A)

終点"B)

税務大学正門(*c)
※通勤時間帯は､裁判所職員
総合研修所(*B)経由あり

③東武バス
埼玉病院又は成増駅南口

■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

大泉学園駅又は長久保 ｜ 税務大学校和光校舎(*A)西武バス’ ④

いずれも乗車時間約15分

｢税務大学校｣｢税務大学正門｣｢税務大学校和光校舎｣のバス停から､最高裁和光庁舎･司研

別館研修棟まで､徒歩約5分

※ 詳しくは､バス会社のHP等で確認してください。

和光市駅南口バス乗車場所

’
（北口）

和光市駅
（南口）

東武東上線 東武東上線一 一》 一

川越 東京メトロ有楽町線・副都心認

駅
前
通
り

東武バス
のりば① タクシー

東武バス

西武バス

のりぱ④駅前ロータリー

司法研修所別館周辺バス停留所

II国道254号線（川越街道）

ゞ

駅

圃；

lll

くス停「我務大学正門」
レストラン

とんでん バス停「麹判所職員総合研修所」

lボ'畿織締公園｜☆〆
☆

F霧司

威圖 ★B★B和光樹林公園
司法研修所別館

裁判所職貝鍵合研修所

産
－

’

※ 帰りは､★B及び☆D～Fから､和光市駅南口までバスが出ています。

3

バス停『税務大学校」「説務大学校和光校舎』



’ 2 構内の御案内

（ ］構内の出入口

最高裁和光庁舎･司研別館研修棟構内の出入口は､■■■(5ページ参照)です。

■
。

’

○I

・不明な点があれば、

い合わせください。

’ にお問

■■■
’ ’○

．’
1

※ 研修棟の出入口は最高裁和光庁舎"司研別館研修棟の構内略図(出入口関係)(5ページ）

を参照してください。．

4



最高裁和光庁舎･司研別館研修棟の構内略図(出入口関係）
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｜

’3 最高裁和光庁舎・司研別館研修棟について

飲食

飲み物 会場への飲み物の持込みは、

キャップ等で密封できるもののみとし、

紙コップ等は､持ち込まないでください。

（ふた付きでも､こぼれる可能性のある

ものは御遠慮ください｡）

食事 総研厚生棟■の食堂の御利用をお願いします(持ち込み可)。
最高裁和光庁舎｡司研別館研修棟内での食事は御遠盧〈ださい。

｛マイク1F

マイク

大研究室発言する際には､卓上のマイクを必ず使用してください。

第1研究室マイク機材中央下のボタンを押すと、

第2研究室マイク部分等のランプが赤く点灯します。

点灯を確認してから､発言してください。

発言が終わりましたら､同じボタンを押して、

スイッチを切ってください。

（赤いランプが消えます｡）

なお､機材の都合によりワイヤレスマイクを

用意している場合があります。

■

､

ロッカー

■に男女別のﾛｯｶｰが設置されています｡利用を御希望の方は､企画第一課に連絡
してください。

仁喫煙1
最高裁和光庁舎･司研別館研修棟は､喫煙指定場所を除き全館禁煙です。

喫煙指定場所は最高裁和光庁舎･司研別館研修棟フロア図(18ページ参照)で御確認ください。

喫煙

（保健．
病気又は怪我のときは､企画第一課に連絡してください。

■■こ休養室があります｡利用する際には､企画第一課に連絡してください。

保健

6



I空調

司研別館においては､年間を通して節電に取り組んでいます。

会場の室温が適温でないことも考えられますので､服装に御留意いただき､必要に応
じて膝掛けなどを御持参ください。

－1災害時
最高裁和光庁舎･司研別館研修棟の緊急時避難場所は､総研グラウンドとなっています。

大規模地震等の災害が発生した場合は､職員の指示により避難してください。

職員がいない夜間や休日の場合には､土レベータを使わずに各自声をかけあうなどして、
落ち着いて避難してください。

［ }総研厚生棟への入室について

－－‐･露蕊憩
一_一 G ＝一 一

｜
】

一
一

一
一

一

一

一

－＆

》ロロ一
一
一

一

』

Ｇ

一
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一ｏユー》か一
壱一串手

凸
一合

工 ’

-丁~~弓胃一.寅弓言すこ ‐‘’
弓冤＝ 因 ’－－ で ‐－一 . へ

一 一 ＝

唖蕊 、‐‐ ‐_‐セーーェー ､－ －－ －‐ ＝.‐－－．望_ ＝察咽
q

b－

－

設置場所11弓~一ず－ 一’

21 ．;’

●
律

一員が』

《
一

▲一一

一一」今

一

夕三

一・一三 ;．，“．’

食堂､総研の図書室は厚生棟に配置されています。

…その他
録音､録画及び写真撮影はできません。
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4 総研の食堂の利用について

☆ 最高裁和光庁舎"司研別館研修棟には食堂･売店はありません。

総研厚生棟帥食堂をご利用ください。
なお､食堂は､平日1 2:20～1 2850の間は混雑する場合があります。

に 食堂 。食堂

閉庁日｜ 平日
朝食 | 7:30～8:30

1 2:OO～1 3:20

(オーダーストップ1 3 ?OO)
昼食

営業時間
利用不可18？OO～1 9:30

(オーダーストップ1 9;00)

夕食

※金曜日は利用不可
●

プリペイドカードの購入､精算

食堂での支払は､食堂用のプリペイドカードを使用します。

カードは､食堂入口正面にある｢カード販売機｣にて販売しています。

入金は､1,OOO円以上(硬貨不可)です｡チャージも｢カード販売機｣でできます。

残高のあるカードの精算は､｢カード販売機｣にカードを挿入し､｢残高払戻ボタン」

を押すことにより､残高が返還されます(カードは回収)。

残高がoになり､不要なカードは､｢使用済みカード入れ｣に返却してください。

セルフサービススタイル

当日のメニューは､食堂入口付近に掲示されています。

カウンターは､メニューごとに分かれていますので､それぞれのカウンターにある

カードリーダーにカードを挿入し､代金を支払ってから食事を受け取ってください。

食後は､食器類を所定の返却場所に返却してください。

利用方法1

2

8



’

1

5 ITルームの利用について

☆研究会参加者は､当該研究会期間中､最高裁和光庁舎･司研別館研修棟(■)のITルーム
（13ページのフロア図参照)が利用できます。

○利用時間に‐､｡._〒 ‐,’
I■､一 ＝一雨 一一両－ 厘写

|"."－ ､--- …‘‐ …ｰゞ －面=一'〒･ﾛロー'‐ ‐一一一 ＝四 一戸高 院鈩R‘
rー

毎 ： 』 ,△，0， ． ’

設置機器1共用パソコン【 －－－朧）

2外付けCD-RO Mﾄライブ

3プリンタ

4スキャナー

5 ポータブルDVDプレーヤー

6シュレヅダー
《
ロ
《
ロ
今
ロ
《
ロ
今
ロ
《
ｐ

Ｏ
１

２
１

２
１

１

ﾊｿｺﾝ|；』 ~ご ｡_ l.||| 一■■■■||
・パソコン利用の際には､｢情報セキュリティ確保のための注意事項｣を確認の上、

備え置きの｢共用パソコン利用者シート｣に必要事項とお名前を記入してください。

記入したシートは､ITルーム退室時に回収箱に入れてください。

“パソコンでは､次のアプリケーションが使用できます。

①Microsoft Office l -一皇': _ , il(Word､Excel､■■■PowerPoint)
②ド " 皇.,: .J､, il(判例秘書jp､D-1 Law利用可）

③1.一_ 一 " -.､|

④
⑤ ］|:"・ ‐可_－喜一

|;"･"､一 ＝辱一 ’

⑥ ’

裁判官教材の視聴

備え付けの裁判官教材(CD､DVD)を視聴できます。

2021年2月以降に制作された裁判官教材を視聴の際は､備え付けの共用パソコン
を､LANケーブルを抜いた上で利用してください。

上記以前に制作された裁判官教材を視聴の際は､備え付けのポータブルDVDプレー
ヤーを利用してください。

9



’6 図書室の利用について

☆研修参加者は､当該研修期間中､最高裁和光庁舎｡司研別館研修棟(■)及び総研厚生棟(■
の図書室が利用できます。

総研図書幸最高裁和光庁舎･司研別館研修棟図書室

利用時間

’|‘

Ｉ

最終退出者は､必ず､図書室内(閲覧室
及び書庫)の照明を全部消灯してから退
出してください。

入室方法

’’

カウンター横のPCで総研図書室の蔵書検
索ができますが､最高裁和光庁舎・司研
別館研修棟図書室の検索はできません。

カウンター横のPCで最高裁和光庁舎･司
研別館研修棟図書室及び総研図書室の
蔵書検索ができます。蔵書検索

｢図書帯出票｣(カウンターに備え置き)に
必要事項を記入し､図書帯出票箱に入れ
てください｡返還は､書架に戻さずブックト
ラック(返却用)に置いてください。
※研修参加者は､当該研修終了まで､一
人につき3冊まで借り出すことができます。
※｢禁帯出｣のラベルが貼ってある図書等
についても、自由に借り出すことができま
す。

｢図書貸出簿｣(カウンターに備え置き)に
必要事項を記入してください｡返還は､書
架に戻さず｢図書返却台｣に置いてくださ
い。

※研修参加者は､当該研修終了まで､－
人につき5冊まで借り出すことができます。

貸出

■

書架に戻さず､「図書返却台｣(ブックトラッ
ク)に置いてください。

閲覧図書
の返還

元の書架に戻してください。
■

図書室内のコピー機(有料)が利用できます。コピー 図書室内のコピー機が利用できます。

■ ’

’
問い
合わせ

総研総務課庶務係(内線■司研企画第一課研修庶務係(内鬮 ~~ 1）
U

10
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’7 司研別館なごみ寮の利用について

：入寮

'－－.二なごみ寮

入寮してください。

不明な点があれば、 Ｌ |Iこより、企画第一課(平日9時～17時）

［〒~… ’にお問い合わせください。又は

玄関ロビー及び寮事務室内に掲示されている｢なごみ寮部屋割表｣により、自分の居室番号を

叺室してください。確認し、

宅配便

【寮に発送する場合】

・自宅から宅配便を発送する場合には､配達日時を平日13?OO,､j1 7:OOと指定してください。

送り先は､〒351 -0104埼玉県和光市南二丁目3番5号

司法研修所別館なごみ寮 ○○○○(本人）あて

☆ 自家用車での荷物の搬出入は､やむを得ない事由により事前許可を得た場合を除いて禁止

しています。

・発送した荷物は､寮事務室に置いてありますので､各自でお持ちください。

【寮から発送する場合】

・荷物の準備ができましたら､発送希望日の午前10時までに､なごみ寮事務室前の宅配便発

送受付表に必要事項を記入し､寮事務室内の宅配置き場に荷物をお出しください。

受付表を最初に記載した方は､発送荷物がある旨を企画第一課研修庶務係(内線■■■)に
連絡してください。

宅配対応業者は､「ヤマト運輸｣又は｢ゆうパック｣となります。

なお､土日祝日に荷物を発送する場合は､各自で手配(最寄りのコンビ二等)をお願いします。

寮費

寮費は､5月12日の受付時に､懇親会費とは別にした上で､現金でお支払いください。

滞在に係る手当の関係は､所属庁に御確認ください。

※前日までに入寮される方は､5月9日までに|‐－ ‐‐ ~Uこ支払用封筒を設置しま
すので､封筒を利用して受付時に御提出ください。

※お釣りのないように御協力ください。鮒一粕一舶舶一岫一棚一伽

寮費

徽一蠅一岫一蠅一蠅一伽一棚

寮費

11,960

12,660

14,790

15,490

16,190

16,890

徽一蠅一伽

寮費

17,590

18,290

鋤
一
舶
砺
一
舶
砺

寮費

2,130

2,830

3,530

4,230

4,930

5,630

6,330

8,460

9，160

9,860

10,560

11,260

白
白

、
、
、
グ

、
、
凸
〃

１
２

２
２

18,990
－

21,120舶
一
髄

☆ 寮費は､事前に外泊予定を届け出た日の分は徴収しません｡ただし､欠泊した場合

は､原則として返還できませんので御留意ください。

■
■

■
■
■
■
Ｈ
ｄ

ｐ
■

一
一

幸
■

年
垂

一叱乢一
一鮒悌一

一》》一
一》唖一
一
案
つ
一

一吋一Ｆ》一
一
の

牢

亜
式

車

一
洋

Ｆ：１０のき

ヨ
蹄［ 居室

バス、
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小型冷蔵庫､電気ﾎｯﾄ､ヘアドライヤー､ハンガー3本､室内用サンダル､フード

ボックス(湯呑み､茶托齢コップ)､ティッシュペーパー､トイレットペーパー、

ボディソープ､シャンプーリンス､フェイスタオル､バスタオル､時計

☆浴衣､テレビはありません。

備品

ｒ
ｌ
Ｌ Iを､入口ドアの先にある電源管理照明

ボックスに差し込むことにより照明が点灯可能な状態になります｡その後の操作

は､スイッチで行ってください。

換気 換気用の窓があります｡サッシを開けずに換気する場合には､サッシ横の窓の

取っ手を引き上げてください。

給湯 洗面又はユニットバスでお湯を使用するときは､ガス給湯器のリモコンスイッチ

を設定してから使用してください。

ユニットバスを使用するときは､ドアを開放しないでください｡室内の感知器が作

動し､警報ベルが鳴ることがあります。

電話 内線電話専用です｡公務又は緊急の場合は､寮事務室の電話を利用して

ください(｢o｣＋相手先電話番号)。

☆ 居室内は禁煙です｡喫煙指定場所は最高裁和光庁舎･司研別館研修棟フロア図

（13ページ参照)で御確認ください。

[共用施設j
ミーティングルーム ’ ｜あります｡椅子､テーブル､ホワイトボードが

設置されていますので､打合せ等に利用できます。

談話室■は畳敷き､■■■はﾌﾛｰﾘﾝｸ仕様です。
流し台､冷蔵庫､オーブン電子レンジが設置されています。

ﾗﾝﾄﾘｰ室 ■■■ﾗﾝﾄﾘｰ室に洗濯機､乾燥機､電気ｱｲﾛﾝ､電気掃除機が設置
されています。利用時間7;OO～23 :OO

リネン室■■■ﾘﾈﾝ室にズボンプレッサーが設置されています｡利用後は､速やかに所定の

場所に戻してください。

朝食､夕食等 総研食堂が利用できます。（8ページ参照）

自販機■にあります。
連絡事項■寮事務室前の掲示板に掲示しますので､必ず御覧ください。

施設

ー退寮
研修最終日に退寮する場合､同日の研修終了後まで寮室を利用できます。

研修最終日の翌日の退寮は､1 0:OOまでにお願いします。

退寮の際、 |Iこう反置してください。

ｼｰﾂ､バスﾏｯﾄ､枕カバー､バスタオル等は､■■ﾘﾈﾝ室のカートに入れてください。
持ち込んだ私物は､必ず持ち帰ってください。

Eその他j
olr ｜を紛失した場合は､費用を負担していただきますので､紛失しないように十分注意し
てください。

・入寮前のお問合せは､司研総務課寮務係(回 Mへ､入寮後のお問

合せは､司研企画第一課研修庶務係(内線■■■)へ､お願いします。

12
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③自販機‘
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最高裁和光庁舎･司研別館研修棟フロア図
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在宅研修中の着任準備と休暇取得について 【機密性2】

I ■■■■ 年次休暇 I(在宅研修期間）4/28～5/9

任官一年目は、15日付与されます。

半日又は一日単位て、取得て、きます(時間単位の取
得はて、きませんd)。

着任準備

I年次休暇の取得方法
それ以外の私用課題等への取組 (例）

物件の内覧､引越業者

の見積荷造り､引越し
作業など

休暇連絡票に必要 所属庁の人事担
事項を記載 当者にメール

休暇取得日の
一 前日まで
一

し
：二二二

「一

ヨク ■
※やむを得ない事情であらかじめ連絡て、きない場合は、

後日速やかに送信してください。

※所属庁へ着任後､休暇連絡票の記載に基づき､改めて休暇

の申請手続をする必要があります。

’

1年次休暇の要否I年次休暇の要否 要不要

■ ■休暇取得に関する問合せ先

※研修①②は､原則休暇は認められません6

※ 海外旅行の場合は､別途､外国旅行申請が必要て､す。
御不明な点は､所属庁の人事担当者にお問い合
わせください。

（
④

坐

烈⑧

･而丁

最高裁判所事務総局人事局任用課実施係



休暇連絡票

所属・官職●●地方裁判所判事補
． _－一

氏名 ● ● ● ● 戸

休暇内容 軸一詞日付

4月28日

理由

私用のため

備考

(例）

|I ll

｜
’

｜
’

※ 年次休暇は半日又は一日単位、病気休暇や特別休暇は一日単位での取得になります。

※ 追加で休暇を取得する場合は&連絡済みの休暇内容は削除せずに、次の欄を使用してください。

（



外国旅行申請について 【機密性2】

’

■

一
Ｊ 要件外国旅行申請

特別な事由のない限り､次の各要件を備えている於要があります。

ア日曜日､土曜日､休日､年次休暇又は特別休暇を使用するもの

であること

裁判官は､外国旅行をする場合､事前に所属庁に申請をし
て､承認を受ける於要があります。

I
l__

4/28～5/9(在宅研修期間） イ事務に支障のないものであること

ウ本邦と外交関係のある国又はこれに準ずる地域へのものて、あること
「~－－‐

■外国旅行の申請方法
着任準備

外国旅行申請書に
必要事項を記載

課題等への取組 それ以外の私用(例）

物件の内覧､引越業者
の見頼､荷造り､引越し
作業など

所属庁の人事担当者と司法研修
所企画第一課企画係にメール

4月23日まで

今

■ ■
l■■■■■■

■■

･提出期限に間に合わない場合ば至急､所属庁にお問い合わせください。

･承認後､所属庁からメールて、通知があります。

’

号
要不要

外国旅行に関する問合せ先
※研維”は､原則休暇は認められ哀せん。

丘室、※謹外旅行の繍合…外国鱸行購購が鱗異でォ
※ 平日に外国旅行する場合は､年次休暇の取得も滋要です。

照》へ⑲
御不明な点は､所属庁の人事担当者にお問い合わせください。

最高裁判所事務総局人事局任用課実施係

年次休暇の要否



機密性2

外国旅行承認申請書

令和7年 月 日

○○地方裁判所長 殿

(官・職）判事補

(氏 名）

下記のとおり外国へ旅行したいので、 承認してください。
、

記

旅行先

目 的 ・

期 間 令和7年

日間

休 暇 年次休暇

特別休暇

同行者

日 程

旅行中の連絡先

１
２

３

月 日から令和7年 月 日まで

日使用（申請日現在の年次休暇残日数

日使用 （ 休暇）

日）4
５

６

・

７



／

緊 急 連 絡 先 届

所 属

§ 氏 名

現在の住居の電話番号1 4

』

自宅（1以外にある場合）の電話番号2
､

緊急連絡先（(1)又は(2)のいずれかの記載で足りる。）

世帯主等の氏名

3

(1)

続柄等

電話番号

(2) 携帯電話

－



、〆
辞令交付式の御案内

下記のとおり辞令交付式が行われますので、受付時間内に出頭してください。

なお､最高裁判所に入構の際には､ﾛ■を使用するものとし､’

｝

また、発熱、呼吸器症状（咳、喉の痛み等）、倦怠感などの体調不良がある場

合は、辞令交付式の出席を控え、次の連絡先へ連絡してください｡

連絡先 最高裁判所事務総局人事局任用課実施係

（直通)｜

おって、採用内定に際しまして、諸手続に関する案内文書をメールで送信して

います。各文書の内容をよく確認していただいた上で、提出の必要な書面等につ

いては、それぞれ所定の方法により各提出期限までに必ず提出してください。

記

ア 期 日 令和7年5月14日（水）

イ 場 所 最高裁判所大会議室

ウ 受付開始 午後2時30分

エ 受付終了 午後3時30分

オ 開 式 午後4時00分

、



【機密性2】

最高裁判所事務総局人事局 宛

欠 席 届

氏 名

令和7年5月14日（水） 開催の壮行会については、欠席します。

I

※ 辞令交付式後に開催される壮行会欠席の場合のみ、【4月22日（火）】まで
に以下の宛先にメールで提出してください｡‐ 弓 』

【宛先】人事局任用課実施係（’ |）


